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町田市介護保険条例の一部を改正する条例 

町田市介護保険条例（平成１２年３月町田市条例第３３号）の一部を次のように改

正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（保険料率） （保険料率） 

第９条 令和３年度から令和５年度までの各年

度における保険料率は、次の各号に掲げる第

１号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める額とする。 

第９条 平成３０年度から令和２年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げる

第１号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める額とする。 

（１）令第３９条第１項第１号に掲げる者 ３

万４，５００円 

（１）令第３９条第１項第１号に掲げる者 ３

万２，７００円 

（２）令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４

万３，１００円 

（２）令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４

万８００円 

（３）令第３９条第１項第３号に掲げる者 ５

万１，７００円 

（３）令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４

万９，０００円 

（４）令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５

万３，４００円 

（４）令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５

万６００円 

（５）令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６

万９，０００円 

（５）令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６

万５，４００円 

（６）次のいずれかに該当する者 ７万４，１

００円 

（６）次のいずれかに該当する者 ７万３００

  円 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１３号に規定す

る合計所得金額（租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第

３４条の２第１項、第３４条の３第１

項、第３５条第１項、第３５条の２第１

項、第３５条の３第１項又は第３６条の

規定の適用がある場合には、当該合計所

得金額から令第２２条の２第２項に規

定する特別控除額を控除して得た額と

し、当該合計所得金額が０を下回る場合

には、０とする。以下「合計所得金額」

という。）が１２５万円未満である者で

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１３号に規定す

る合計所得金額（租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第

３４条の２第１項、第３４条の３第１

項、第３５条第１項、第３５条の２第１

項又は第３６条の規定の適用がある場

合には、当該合計所得金額から令第２２

条の２第２項に規定する特別控除額を

控除して得た額。以下この項において

「合計所得金額」という。）が１２５万

円未満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 
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あり、かつ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 

イ 略 イ 略 

（７）次のいずれかに該当する者 ８万４，５

００円 

（７）次のいずれかに該当する者 ８万１００

  円 

ア・イ 略 ア・イ 略 

（８）次のいずれかに該当する者 ９万６，６

００円 

（８）次のいずれかに該当する者 ９万１，５

００円 

ア・イ 略 ア・イ 略 

（９）次のいずれかに該当する者 １１万４０

０円 

（９）次のいずれかに該当する者 １０万４，

６００円 

ア・イ 略 ア・イ 略 

（10）次のいずれかに該当する者 １２万４，

２００円 

（10）次のいずれかに該当する者 １１万７，

７００円 

ア・イ 略 ア・イ 略 

（11）次のいずれかに該当する者 １３万８，

０００円 

（11）次のいずれかに該当する者 １３万８０

０円 

ア・イ 略 ア・イ 略 

（12）次のいずれかに該当する者 １５万１，

８００円 

（12）次のいずれかに該当する者 １４万３，

８００円 

ア・イ 略 ア・イ 略 

（13）次のいずれかに該当する者 １６万５，

６００円 

（13）次のいずれかに該当する者 １５万６，

９００円 

ア・イ 略 ア・イ 略 

（14）次のいずれかに該当する者 １７万９，

４００円 

（14）次のいずれかに該当する者 １７万円 

ア・イ 略 ア・イ 略 

（15）前各号のいずれにも該当しない者 １９

万３，２００円 

（15）前各号のいずれにも該当しない者 １８

万３，１００円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者につい

ての保険料の減額賦課に係る令和３年度から

令和５年度までにおける保険料率は、同号の

規定にかかわらず、２万７００円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者につい

ての保険料の減額賦課に係る令和２年度にお

ける保険料率は、同号の規定にかかわらず、

１万９，６００円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１

号被保険者についての保険料の減額賦課に係

る令和３年度から令和５年度までにおける保

険料率について準用する。この場合において、

前項中「２万７００円」とあるのは、「２万

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１

号被保険者についての保険料の減額賦課に係

る令和２年度における保険料率について準用

する。この場合において、前項中「１万９，

６００円」とあるのは、「２万４，５００円」
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５，８００円」と読み替えるものとする。 と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第

１号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和３年度から令和５年度までにおける

保険料率について準用する。この場合におい

て、第２項中「２万７００円」とあるのは、

「４万８，３００円」と読み替えるものとす

る。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第

１号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和２年度における保険料率について準

用する。この場合において、第２項中「１万

９，６００円」とあるのは、「４万５，７０

０円」と読み替えるものとする。 

附 則 附 則 

 （令和３年度から令和５年度までの保険料率

の算定に関する基準の特例） 

 

第１０条 第１号被保険者のうち、令和２年の

合計所得金額に所得税法（昭和４０年法律第

３３号）第２８条第１項に規定する給与所得

又は同法第３５条第３項に規定する公的年金

等に係る所得が含まれている者の令和３年度

における保険料率の算定についての第９条第

１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９

号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、

第１３号ア、第１４号ア及び第１５号に係る

部分に限る。）の規定の適用については、同

項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは

「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２

８条第１項に規定する給与所得及び同法第３

５条第３項に規定する公的年金等に係る所得

の合計額については、同法第２８条第２項の

規定により計算した金額及び同法第３５条第

２項第１号の規定により計算した金額の合計

額から１０万円を控除して得た額（当該額が

０を下回る場合には、０とする。）によるも

のとし、租税特別措置法」とする。 

 

２ 前項の規定は、令和４年度における保険料

率の算定について準用する。この場合におい

て、同項中「令和２年」とあるのは、「令和

３年」と読み替えるものとする。 

 

３ 第１項の規定は、令和５年度における保険

料率の算定について準用する。この場合にお

いて、同項中「令和２年」とあるのは、「令

和４年」と読み替えるものとする。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

（適用区分） 

２ この条例による改正後の第９条の規定は、令和３年度以後の年度分の保険料につ

いて適用し、令和２年度分までの保険料については、なお従前の例による。  
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